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平
成

30
年

度
都

道
府

県
単

位
保

険
料

率
の

算
定

に
つ

い
て

○
下

記
数

値
は

、
激

変
緩

和
率

及
び

特
別

計
上

の
最

終
的

な
予

算
額

が
平

成
30

年
１

月
下

旬
頃

確
定

す
る

た
め

、
暫

定
版

で
あ

る
。

　
　

 （
激

変
緩

和
率

は
10

分
の

7.
2、

特
別

計
上

の
額

は
事

務
連

絡
「支

部
の

平
成

30
年

度
予

算
（特

別
計

上
に

係
る

経
費

）の
策

定
作

業
に

つ
い

て
（そ

の
２

）」
　

　
　

に
お

い
て

各
支

部
へ

通
知

し
た

整
理

結
果

の
数

値
を

も
と

に
算

定
し

て
い

る
。
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（注
） 

・ 
所

要
保

険
料

率
は

、
医

療
給

付
費

に
つ

い
て

の
調

整
後

の
所

要
保

険
料

率
に

、
傷

病
手

当
金

等
の

現
金

給
付

費
（0

.4
6%

）、
前

期
高

齢
者

納
付

金
等

（3
.6

1%
）、

保
健

事
業

費
等

（0
.7

9%
）、

  
  

  
  

 そ
の

他
収

入
（▲

0.
02

%）
に

係
る

合
計

の
保

険
料

率
（4

.8
3%

）を
加

算
し

た
も

の
で

あ
る

。

（注
） 

・ 
保

険
料

率
（c

)は
、

激
変

緩
和

措
置

と
し

て
、

当
該

支
部

の
医

療
給

付
費

に
つ

い
て

の
調

整
後

の
保

険
料

率
の

全
国

計
と

の
差

が
10

分
の

7.
2と

な
る

よ
う

調
整

し
た

上
で

、
全

国
一

律
の

  
  

  
  

 保
険

料
率

4.
83

%を
加

算
し

た
も

の
で

あ
る

。

（注
） 

・ 
保

険
料

率
（c

+α
)は

、
保

険
料

率
(c

)に
は

含
ま

れ
て

い
な

い
、

平
成

28
年

度
の

都
道

府
県

支
部

ご
と

の
収

支
に

お
け

る
収

支
差

の
精

算
分

及
び

支
部

ご
と

の
特

別
計

上
分

を
含

め
て

  
  

  
  

 算
定

し
た

も
の

。

保
険

料
率

(激
変

緩
和

措
置

後
）

(精
算

・特
別

計
上

等
含

む
）

医
療

給
付

費
に

つ
い

て
の

調
整

前
の

所
要

保
険

料
率

調
整

(b
)

医
療

給
付

費
に

つ
い

て
の

調
整

後
の

保
険

料
率

所
要

保
険

料
率

保
険

料
率

(激
変

緩
和

措
置

後
）

(精
算

・特
別

計
上

等
除

く
）
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